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共有意思決定支援 (Shared decision making：SDM)とは？   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

2023/03/22 医真会八尾総合病院 医療安全管理室 

職員の皆様へ：お読みになりましたら下記へサインをお願いします。院内ラウンド時に確認させていただきます。 

⚫ 納得診療・説明と同意（informed consent：IC）との違い？ 

1．ごく簡単に説明すると、IC:インフォームドコンセントは患者が治療方針を最終

決定する責任を負うこととされており、SDM:シェアードデシジョンメーキングは医

療従事者と患者の双方が協力し最終決定することになります。   

⚫ 共有意思決定支援 (Shared decision making：SDM)とは？ 

1．共有意思決定支援 (Shared decision making：SDM)とは、医療・介

護において患者と医療従事者やケア専門職 2 名以上が協力し意思決定を行

うことを指します。SDM は、患者中心医療の一つのアプローチであり、患者が自

分自身の病気や状態について理解し、選択肢を持ち、その中から最適な治療

方針などを決定するプロセスを支援するものです。 

2．医療における SDM では、医療従事者は、患者に治療法、副作用、リスク、

利益、代替案、費用など適切な情報を提供し、患者はそれらを自分自身の価

値観や好み、生活スタイルに照らし合わせ、自己決定を行います。医療従事

者と患者双方は、この過程で情報共有し議論をし、意見を交換することができ

ます。患者が理解しやすい言葉でリスクと利益に関する情報を提供し、患者は

自分の状況について詳細に話し、最終的な治療方針を決定するために医療

従事者と協力します。選択の際には価値基準も共有しどちらか一方の価値基

準では決めないことがカギとなります。（左図参照） 

3．SDM は、患者が自己決定を行うことを尊重し、患者の意見や価値観を反映

した最適な治療方法を見つけるために役立ちます。これにより、患者が治療に

積極的に参加し、治療効果が向上する可能性があるとされています。 

4．SDM では、患者と医療従事者の間に良好なコミュニケーションと信頼関係が

必要です。患者によっては治療法の選択が困難であり、決定に時間がかかる場

合もあるため、医療従事者が適切な支援を提供する必要もあります。 

⚫ IC から SDM へ 

1．IC を実践しなければならない法的根拠は、医療法第 1 条の 4 第 2 項「医

師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに

当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければな

らない」であるとされています。しかしながら従来の IC には「訴訟リスクを減らすた

めの防衛的意志決定」が含まれているのではないか、と指摘する報告もありま

す。また、「説明資料を直接患者に手渡しても、9 割の患者は受け取ったことを

忘れている」といった問題点も報告されています。現状では、患者が治療方針

の選択肢が多く迷う、治療効果の確実性が低い、といった状況では IC から

SDM へ、SDM に基づいた IC が理想的であるとの報告もあります。 
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治療決定のための患者と医師の共有意思決定評価指標

(SDM 評価指標) 

2022 年現在、日本語で患者側と専門職側の双方向に使用できるペ

アの評価指標はドイツのハンブルク・エッペンドルフ大学医療センターが

開発した SDM-Q-9/SDM-Q-Doc のみです、参考までに医師用のみ

ですが提示します。2) 


